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一
般
会
計
決
算

特
別
会
計
決
算

■
歳
入

　

一
般
会
計
の
歳
入
は
、
平
成
２９
年

度
に
比
べ
て
２
億
９
５
５
４
万
円
減

の
１
０
２
８
億
５
０
１
９
万
円
で
し

た
。

　

歳
入
の
主
な
も
の
は
、
市
民
の

方
々
か
ら
納
め
て
い
た
だ
い
た
市
税

（
市
民
税
・
固
定
資
産
税
等
）
が
最

も
多
く
、
全
体
の
４７
・
５
％
を
占
め

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
特
定
の
事
業
を

行
う
こ
と
に
対
す
る
国
か
ら
の
補
助

金
等
で
あ
る
国
庫
支
出
金
が
１５
・
６

％
、
建
設
事
業
等
を
行
う
た
め
の
財

源
と
し
て
国
な
ど
の
機
関
か
ら
借
り

入
れ
た
市
債
が
５
・
７
％
な
ど
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

２９
年
度
と
比
べ
る
と
、
市
民
税

が
、
給
与
所
得
の
伸
び
な
ど
に
よ
り

個
人
市
民
税
収
入
額
が
増
加
し
た
こ

と
な
ど
か
ら
２
・
４
％
の
増
、
地
方

消
費
税
交
付
金
が
、
清
算
基
準
の
見

直
し
な
ど
に
よ
り
１２
・
３
％
の
増
と

な
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
地
方
交
付

税
は
、
交
付
税
総
額
が
減
額
さ
れ
た

こ
と
な
ど
に
よ
り
４
・
８
％
の
減
と

な
っ
て
い
ま
す
。
市
債
に
つ
い
て

は
、
本
庁
舎
建
設
に
係
る
事
業
債
な

ど
が
増
加
し
ま
し
た
が
、
小
中
学
校

の
空
調
設
備
の
設
置
が
完
了
し
た
こ

と
な
ど
に
よ
り
３４
・
４
％
の
減
と
な

り
ま
し
た
。

■
歳
出

　

歳
出
は
２９
年
度
に
比
べ
２
億
７
２

１
３
万
円
減
の
９
７
７
億
１
２
６
８

万
円
で
、
２３
年
度
に
ス
タ
ー
ト
し
た

第
４
次
総
合
振
興
計
画
に
基
づ
き
、

「
水
と
緑
と
太
陽
に
恵
ま
れ
た　

人

と
地
域
が
支
え
る
安
全
・
安
心
・
快

適
都
市
」
の
実
現
を
目
指
し
、
各
種

事
業
を
推
進
し
ま
し
た
（
主
な
事
業

は
５
面
に
掲
載
し
て
い
ま
す
）
。

　

歳
出
の
目
的
別
で
は
、
安
定
し
た

社
会
生
活
を
保
障
す
る
福
祉
の
諸
施

策
の
た
め
の
民
生
費
が
最
も
多
く
、

全
体
の
４５
・
７
％
を
占
め
、
臨
時
福

祉
給
付
金
に
係
る
事
業
の
減
な
ど
に

よ
り
対
前
年
度
比
０
・
３
％
（
１
億

５
３
７
６
万
円
）
の
減
、
続
い
て
庁

舎
管
理
や
広
報
、
企
画
の
経
費
な
ど

の
一
般
行
政
の
た
め
の
総
務
費
が

１３
・
２
％
で
、
本
庁
舎
建
設
に
係
る

事
業
の
増
な
ど
に
よ
り
前
年
度
比

２５
・
８
％
（
２６
億
５
４
６
１
万
円
）

の
増
、
都
市
基
盤
・
住
環
境
整
備
の

た
め
の
土
木
費
が
１０
・
５
％
で
、
街

路
施
設
維
持
管
理
費
の
増
な
ど
に
よ

り
前
年
度
比
１０
・
２
％
（
９
億
５
２

９
６
万
円
）
の
増
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
性
質
別
で
は
、
各
種
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
経
費
な
ど
の

扶
助
費
が
２８
・
１
％
、
職
員
の
給
与

等
の
人
件
費
が
１８
・
０
％
、
委
託
料

や
需
用
費
等
の
物
件
費
が
１５
・
８
％

な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
市

民
１
人
当
た
り
に
換
算
し
た
支
出
額

と
市
税
負
担
額
は
表
１
の
と
お
り
で

す
。

　

特
別
会
計
は
、
国
民
健
康
保
険
会

計
を
は
じ
め
９
会
計
で
す
。

　

各
特
別
会
計
の
決
算
は
、
表
２
の

と
お
り
で
す
。

　

「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
健

全
化
判
断
比
率
等
の
指
標
を
公
表
し

ま
す
。
各
指
標
の
数
値
と
主
な
内
容

は
表
３
の
と
お
り
で
す
。
前
年
度
に

続
き
、
健
全
化
判
断
比
率
の
す
べ
て

の
指
標
お
よ
び
資
金
不
足
比
率
は
国

の
定
め
る
基
準
を
下
回
り
、
健
全
財

政
を
維
持
し
て
い
ま
す
。

■
実
質
赤
字
比
率
＝
赤
字
な
し

　

一
般
会
計
な
ど
の
実
質
赤
字
が
、

標
準
的
な
収
入
に
対
し
て
、
ど
の
く

ら
い
の
割
合
に
な
る
か
を
示
す
指
標

で
す
。

■
連
結
実
質
赤
字
比
率
＝
赤
字
な
し

　

市
の
す
べ
て
の
会
計
を
対
象
に
し

た
実
質
赤
字
が
、
標
準
的
な
収
入
に

対
し
て
、
ど
の
く
ら
い
の
割
合
に
な

る
か
を
示
す
指
標
で
す
。

■
実
質
公
債
費
比
率
＝
７
・
２
％

　

一
般
会
計
な
ど
が
負
担
す
る
市
債

の
元
利
償
還
金
お
よ
び
準
元
利
償
還

金
が
、
標
準
的
な
収
入
に
対
し
て
、

ど
の
く
ら
い
の
割
合
に
な
る
か
を
示

す
指
標
で
す
。
早
期
健
全
化
基
準
２５

％
を
大
き
く
下
回
っ
て
お
り
、
健
全

で
す
。

■
将
来
負
担
比
率
＝
23
・
９
％

　

一
般
会
計
な
ど
が
将
来
負
担
す
べ

き
実
質
的
な
負
債
（
市
債
の
現
在

高
、
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
く
支
出

予
定
額
の
一
部
な
ど
）
が
、
標
準
的

な
収
入
に
対
し
て
、
ど
の
く
ら
い
の

割
合
に
な
る
か
を
示
す
指
標
で
す
。

早
期
健
全
化
基
準
の
３
５
０
％
を
大

き
く
下
回
っ
て
お
り
、
健
全
で
す
。

■
資
金
不
足
比
率
＝
資
金
不
足
な
し

　

一
般
会
計
な
ど
に
属
さ
な
い
公
営

企
業
会
計
に
お
け
る
資
金
の
不
足
額

が
、
事
業
の
規
模
に
対
し
て
、
ど
の

く
ら
い
の
割
合
に
な
る
か
を
示
す
指

標
で
す
。

　

平
成
30
年
度
の
一
般
会
計
、
特
別
会
計
の
決
算

が
９
月
定
例
会
で
認
定
さ
れ
ま
し
た
。今
号
で
は
、

市
の
歳
入
・
歳
出
、健
全
化
判
断
比
率
の
ほ
か
、寄

附
の
状
況
と
主
な
事
業
、市
立
病
院
、施
設
管
理
公

社
の
事
業
報
告
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

B
財
政
課
☎
９
６
３
＝
９
１
１
５

平
成
30
年
度 

決
算
の
概
要

す
べ
て
の
指
標
で

健
全
財
政
を
維
持

市
の
財
政
状
況
を
示
す
指
標

健
全
化
判
断
比
率
等
を
公
表
し
ま
す

＊資金剰余の場合は「資金不足なし」としていますが、東越谷土地区画整理特別会計
は▲84,898.9％、七左第一土地区画整理特別会計は▲7,336,300.0％、公共下
水道特別会計は▲11.2％、病院事業会計は▲5.9％となっています

＊黒字の場合は「赤字なし」としていますが、実質赤字比率は▲8.75％、連結実質
赤字比率は▲13.46％となっています    

　健全化判断比率の４つの指標(実質赤字比率、連結実質赤字比
率、実質公債費比率、将来負担比率)のうち、１つでも早期健全化
基準を超えると「早期健全化団体」、財政再生基準を超えると「財
政再生団体」になり、それぞれ財政健全化計画、財政再生計画を
策定し、早急に財政改善に取り組まなければなりません。
　公営企業会計については、資金不足比率が経営健全化基準を
上回った場合は、経営健全化計画を策定しなければなりません。

健全化判断比率表3 （単位 : ％）

（単位 : ％）資金不足比率

指標の名称 実質赤字
比　　率

連結実質
赤字比率

実質公債費
比　　率

将来負担
比　　率

越谷市の数値 赤字なし 赤字なし 7.2 23.9

早期健全化基準 11.25 16.25 25.0 350.0

財政再生基準 20.00 30.00 35.0

特別会計の名称 東越谷土地
区画整理事業

七左第一土地
区画整理事業 公共下水道事業

越谷市の数値 資金不足なし 資金不足なし 資金不足なし

経営健全化基準 20.0 20.0 20.0

病院事業

資金不足なし

20.0

7万1,239円

市　民　税

5万4,040円

固定資産税

1,163円

軽自動車税

6,509円

市たばこ税

2,162円

事業所税

7,049円

都市計画税

市民１人当たりの市税負担額は14万2,162円

8万13円

扶　助　費

市民1人当たりの性質別支出額

各種福祉サ
ービスを提供
する経費など

5万1,221円

人　件　費

職員の給与
など

4万4,808円

物　件　費

委託料や備
品購入費など

1万8,901円

普通建設費

道路、学校等
を整備する経
費など

3万7,037円

繰　出　金

特別会計へ
の繰出金

2万665円

公　債　費

市債の元利
償還金など

3万1,914円

そ　の　他

補助費等や
積立金など

12万9,989円

民　生　費

市民１人当たりの支出額は28万4,559円表１

保育所や学
童保育室の
運営、高齢者
や障がいのあ
る方への支援
などの経費

3万7,722円

教　育　費

住民基本台
帳や戸籍事
務、地域振興、
その他市役所
の管理運営
の経費

2万665円

公　債　費

市債の元利
償還金など

2万4,103円

総　務　費

ごみ、し尿の処
理、公害防止、
その他市民の
健康を守る保
健衛生の経
費

2万9,959円

土　木　費

道路、河川、公
園の整備・管
理、その他都
市整備の経
費

2万6,756円

衛　生　費

学校、図書館、
公民館などの
管理運営、文
化・スポーツ振
興の経費

1万5,365円

そ　の　他

消防車両等
の整備、農業
や商工業の
振興、雇用対
策などの経費

会　　計 歳入決算 歳出決算
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計
東越谷土地区画整理特別会計
七左第一土地区画整理特別会計
西大袋土地区画整理特別会計
公共下水道特別会計
公共用地先行取得特別会計
　　　　　　　　 合計

353億9,248万円
36億675万円

193億4,538万円
1億3,014万円
3億4,942万円
2億5,533万円
23億2,934万円
79億8,132万円
2億2,952万円

696億1,968万円

345億7,526万円
35億4,885万円
187億5,917万円

659万円
2億7,216万円
1億860万円

21億3,569万円
74億6,330万円
2億2,952万円

670億9,914万円

特別会計歳入歳出決算額表２

＊表示単位未満を四捨五入して表示しているため、合計と一致しない場合があります

A歳入決算の内訳 B歳出決算の内訳（目的別）

C歳出決算の内訳
　（性質別）

その他
109億5,845万円

11.2%

公債費
70億9,594万円

7.3%普通建設費
64億9,020万円

6.6%

繰出金
127億1,784万円

13.0%

物件費
153億8,643万円

15.8%

扶助費
274億7,526万円

28.1%

人件費
175億8,856万円

18.0%

歳出合計
977億

1,268万円　 
C

国庫支出金
160億6,633万円

15.6%

市債
58億

5,900万円
5.7%

県支出金
57億8,101万円

5.6%

その他
263億2,795万円

25.6%

民生費
446億3,597万円

45.7% 総務費
129億5,324万円

13.2%
土木費

102億8,730万円
10.5%

教育費
91億8,753万円

9.4%

衛生費
82億7,660万円

8.5%

公債費
70億9,594万円

7.3%

その他
52億7,610万円

5.4%

市　　税
488億1,590万円

47.5%
     歳入合計
1,028億
5,019万円

歳出合計
977億
1,268万円
B

A


